
岡ス協発第 ２４６ 号

令和２年 ７月 １４日

加盟団体代表者 様

公益財団法人岡山県スポーツ協会
事務局長 久 本 洋 士

（公 印 省 略）

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

平素から、本会諸事業の推進につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、このことについて日本スポーツ協会を通じ、スポーツ庁から周知依頼がありま

したのでお送りいたします。

なお、本件につきまして、「保険者番号及び被保険者等記号・番号（以下「被保険者等

記号・番号等」という。）について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに

関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する」とされております。

スポーツ団体が保険証を取り扱う事例として、遠征の際に選手に保険証のコピーの提出

を求めること等が挙げられますが、医療施設へ提出する等の目的であれば、告知要求制

限に抵触いたしません。

また、今後も、本人確認等のために被保険者証の提示を求めることは可能ですが、告

知要求制限に抵触しないよう、添付の事務連絡２ページ目記載の留意事項に留意する必

要があります。

つきましては、貴団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内

容をご確認いただくとともに、関係各所にご周知いただきますようよろしくお願いいた

します。

記

以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――

◆＜事務連絡＞医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

この度、保険証にまつわる制度改正がございましたので、お知らせいたします。

今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護

の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で保険者番号及

び被保険者等記号・番号（以下「被保険者等記号・番号等」という。）の告知を求めるこ

とを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

告知要求制限の規定は令和２年 10月１日から施行され、同日以降、原則として、本人確

認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。



今後も、本人確認等のために医療保険の被保険者証の提示を求めることは可能ですが、

その際、告知要求制限に抵触しないよう対応いただくことが必要となります。

つきましては、医療保険の被保険者証を本人確認等のために用いる場合の留意事項につ

いて、下記のとおりご案内いたしますので、内容についてご了知いただくとともに、

適切な取扱いが行われるよう、周知いただくようお願いします。

１ 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等について

告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等は、次に掲げる記号・番号等である。

・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 194 条の２第１項に規定する「被保険者等記

号・番号等」（保険者番号及び被保険者等記号・番号）

・船員保険法（昭和 14 年法律第 73 号）第 143 条の２第１項に規定する「被保険者等記

号・番号等」（保険者番号及び被保険者等記号・番号）

・私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号）第 45 条第１項に規定する加入者等

記号・番号等(保険者番号及び加入者等記号・番号)

・国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128 号）第 112 条の２第１項に規定する組

合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)

・国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 111 条の２第１項に規定する「被保険

者記号・番号等」（保険者番号及び被保険者記号・番号）

・地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）第 144 条の 24 の２第１項に規定

する組合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)

・高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 161 条の２第１項に規

定する「被保険者番号等」（保険者番号及び被保険者番号）

２ 本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項について

１に掲げる記号・番号等については、各医療保険制度における被保険者証に記載がなさ

れている。

今後も、本人確認等のために被保険者証の提示を求めることは可能であるが、告知要求

制限に抵触しないよう、以下の点に留意いただくようお願いする。

・ 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書

き写すことのないようにすること。

また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元

できない程度にマスキングを施すこと。

・ 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ

申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキン

グを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマスキングが

施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキング

を施すこと。

・ 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。

例えば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送

付してください」といった記載を行わないよう留意すること。_

御参考までに、各府省庁宛の事務連絡も添付いたします。


